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平成 12 年１０月１０日付けで意見募集された「電気通信事業法の一部を改正する法律附則第 15 条を

踏まえた接続ルールの見直し」に関し、別紙の通り意見を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙１ 

 

「電気通信事業法の一部を改正する法律附則第 15 条を踏まえた接続ルールの見直し」に関する意見 

 
１．１．１．１．    移動体通信事業者の扱いなど不可欠設備の範囲等移動体通信事業者の扱いなど不可欠設備の範囲等移動体通信事業者の扱いなど不可欠設備の範囲等移動体通信事業者の扱いなど不可欠設備の範囲等    

NTTNTTNTTNTT ドコモの独占性と料金設定権ドコモの独占性と料金設定権ドコモの独占性と料金設定権ドコモの独占性と料金設定権    

  移動体通信事業者の不可欠設備の範囲に関し、平成 8 年１２月１９日の電気通信審議会答申以来、

移動体通信事業者は基地局間叉は基地局と交換局間の伝送路を固定通信事業者の設備を利用し、殆

どの通信トラフィックが固定通信事業者との間のものであることから、特別な接続ルールの適用対

象外とされてきました。しかし、業界環境の変化により、携帯電話の加入者数が固定電話加入者数

を上回る勢いで急成長を遂げており、且つ移動体通信事業者間の通信トラフィックも急増しており、

移動体通信事業者への接続は不可欠となっております。このような環境で、NTT ドコモは移動体

通信市場の約５８％（１９９８年度）のシェアを確保し、発着通信の料金設定権（国際通信は除く）

を所持しており、固定通信事業者から移動体事業者への通信料金を移動体事業者から固定通信事業

者への通信料金より高額に設定しております。諸外国では、50％以上の市場シェアを有する事業

者を支配的事業者と定義しており、固定通信事業者の加入者を上回る移動体通信加入者数を持つ市

場で NTT ドコモは約５８％（１９９８年度）のシェアを持つ事から NTT ドコモは、支配的事業

者の要件を十分に備えていると考えます。 

 このままでは、仮に固定通信事業者からの移動体通信事業者への通信に対する相互接続料金が値

下げされたとしても、移動体通信事業者が料金設定権を所持する限り、公正な競争が実現されるこ

とはあり得ないと考えます。やはり、支配的事業者が発着信の全ての料金設定権を有することは、

公正競争を害しており、早急に固定通信事業者からの移動体通信事業者への通信に関し、設定権を

固定通信事業者へ移すべきと考えます。 

 また、NTT ドコモが支配的事業者となされるならば、その接続料金算定の際には、当然長期増分

費用算定方式が適応されるべきと考えます。 

    

２．光ファイバのアンバンドルルールの在り方２．光ファイバのアンバンドルルールの在り方２．光ファイバのアンバンドルルールの在り方２．光ファイバのアンバンドルルールの在り方    

アンバンドリングの重要性アンバンドリングの重要性アンバンドリングの重要性アンバンドリングの重要性    

 そもそも、アンバンドリングは、市場への早期競争導入と低料金の新通信サービスの展開を促進さ

せるため、新規参入事業者に銅線や光ケーブルだけでなく、既存通信事業者の通信設備の全要素を

提供することであります。米国では、通信法第 251 条にて相互接続の一環として、既存通信事業

者は非差別にネットワーク要素へのアクセスを提供する義務を規定し、第３条にてネットワーク要

素につき設備、装置、設備の特質、機能、容量と定義しております。米国の新規参入事業者には、

通信事業に必要な殆どの設備を既存通信事業者からアンバンドル要素として借用している事業者も

存在しております。しかし、日本では米国のようなアンバンドルに関する規定も無いため、参入事

業者も少なく、新規参入事業者の短期間での通信ネットワークの構築や顧客へのサービス提供が遅



 

 

れることになり、通信料金が欧米に比べ依然として高く設定される大きな要因となっております。 

  現在、日本で新規事業者が光ファイバを取得する唯一の方法は、事業変更許可の取得を前提とし、

光ファイバ所有企業と長期契約期間（10 年以上）、曖昧な料金規制（合理的な使用料金という曖昧

な基準）等が盛込まれた IRU 契約（事業法上に明確に規定されていない）の締結であります。光フ

ァイバの取得手段として IRU 契約が唯一の手段であれば、その料金設定にはコストベースの適正な

算定方法が存在せず、既存通信事業者の非効率部分が加算され、既存通信事業者主導で料金が高く

設定される可能性が存在することになります。 

 

アンバンドルルールの条件アンバンドルルールの条件アンバンドルルールの条件アンバンドルルールの条件    

   日本においても、通信市場（特に地域市場）に本格的に競争を導入するためには、事業法上にて

相互接続の一環として、既存通信事業者のローカルループだけでなく全ネットワーク要素（米国通

信法第３条の定義）の提供を義務化及び各要素の料金算定には長期増分費用方式（LRIC）を導入す

ることを明確に規定すべきと考えます。さらに、不当な拒絶を防止するために、光ファイバの空き

状況を独立機関が認定・公開（防衛庁向け等の重要回線部分は除く）し、提供を拒否する場合には、

書面にて拒否する理由等の提示を義務づけるべきと考えます。 

 また、現在 NTT 地域会社から管路等を借用する契約は、不公正な条件（例：① 短期の契約期間、

② 工事主体は NTT に限る、③ NTT から返還要望あった場合には、１年以内に返還すべき、④ 工

事完了まで８ヵ月以上等）の上で承諾せざるを得ない状況が存在することから、アンバンドリング

に関する契約内容に関しては、電気通信事業者のネットワークを構成する要素である重要性を鑑み、

保守・工事主体やその範囲、契約期間、提供までの期間等につき、明確に法律で規定すべきと考え

ます。 

 

米国でのアンバンドリング対象要素米国でのアンバンドリング対象要素米国でのアンバンドリング対象要素米国でのアンバンドリング対象要素    

 ① 銅線、ダークファイバー、大容量回線、構内配線 

 ② サブループ（ループの一部） 

 ③ ネットワークインターフェース装置（ループ装置と構内配線を接続する装置） 

 ④ 市内回線交換機（増幅、圧縮装置も含む） 

 ⑤ 局間伝送装置（ダークファイバーを含む） 

 ⑥ STPs（Signaling Transfer Points），CRD (Call-Related Databases)への接 

続（回線情報、フリーダイヤル、ポータビリティ、運用サービス、先進インテリジェントネッ

トワーク等のデータベース） 

     ⑦ 運用サポートシステム（オーダー、供給、保守、復旧、Billing 機能、全てのループ品質情報へ 

        のアクセス 

 

   他公益事業者（その関連会社、子会社を含む）設備のアンバンドル他公益事業者（その関連会社、子会社を含む）設備のアンバンドル他公益事業者（その関連会社、子会社を含む）設備のアンバンドル他公益事業者（その関連会社、子会社を含む）設備のアンバンドル    

 ローカルループに関しては、電力事業者は公益事業者特権により設備した管路や電柱をＮＴＴ以上



 

 

に所有しており、その上に関連会社、子会社を通じて光ファイバを大量に敷設し、通信事業者向け

への光ファイバ貸しを計画ております。これらは、ＮＴＴ同様に公益事業者特権により建設された

設備上の光ファイバでもあり、ローカルアクセス敷設には不可欠要素である為、ＮＴＴ同様に相互

接続の一環としてアンバンドリングの対象として規制すべきと考えます。 

     

３．その他接続制度全体についての検討事項３．その他接続制度全体についての検討事項３．その他接続制度全体についての検討事項３．その他接続制度全体についての検討事項    

   相互接続協定手続きの簡素化相互接続協定手続きの簡素化相互接続協定手続きの簡素化相互接続協定手続きの簡素化    
 現在、ＮＴＴの分割、多数の第一種電気通信事業者、様々なサービスの登場により、相互接続協

定が複雑になり、各事業者での協定締結までの負荷が相当増えており、時間と労力を無駄に費やさ

ざるを得ない状況にあります。そもそも、この協定締結までの手続き及び接続形態表の内容は、事

業者間の合意により決められたものであります。しかし、当事と比して上述の業界環境の変化によ

り、接続協定数の増加や接続形態の複雑化、多様化が進み、さらにＮＣＣ間での接続形態表とＮＴ

Ｔ地域会社との接続形態表の違いとが絡み合い、膨大で多種多様な接続形態が登場しており、結果

として接続協定作成にまでに膨大な時間と労力が必要となっております。環境が猛スピードで変化

している通信業界でこのような作業が存在していることは、新サービス展開への意欲を削ぐことに

もなり、日本の通信業界発展を少なからずとも遅らせている原因でもあると考えます。よって、相

互接続協定の在り方につき郵政省及び事業者間にて再度早急に議論し、更に簡素な協定の在り方を

決めるべきと考えます。 
 
   相互接続までの期間と費用相互接続までの期間と費用相互接続までの期間と費用相互接続までの期間と費用    

 標準工期としてＮＴＴ地域会社と相互接続点を新設する場合は、申込から１２ヶ月、相互接続用伝

送路を増設する場合は、申込から１１ヶ月（申込は、毎年５月と９月の２回のみ）であり、事前交

渉を含めると１年以上を要しております。実際に、ＮＴＴコミュニケーションズとの相互接続伝送

路の増設は、３ヶ月程度にて実現されており、昨今の通信トラフィックの伸びや新規参入事業者の

増加を考えますと、ＮＴＴ地域会社との相互接続にこのような長期間を要することは、事業展開へ

の大きな障害となっており、申込受付期間及び工期の短縮をすべきと考えます。また、ＮＴＴ地域

会社に、この標準工期の短縮の要望をした場合には、短縮工事費及び緊急対策工事費の名目で法外

な工事費を要求されます。標準工期を６ヵ月以内の短縮の場合は、短縮工事費、６ヵ月以上の短縮

の場合は、短縮工事費と緊急対策工事費が請求され、接続回線数によっては、数億円の費用が必要

となります。このような独占事業者による競争促進を阻害する事項につき、法律にて規制すべきと

考えます。 

 

市内通信部門の卸売から小売への内部相互補助市内通信部門の卸売から小売への内部相互補助市内通信部門の卸売から小売への内部相互補助市内通信部門の卸売から小売への内部相互補助    

 地域通信市場において、平成１０年度の接続会計で指定設備管理部門が４,６６５億円の黒字、指

定設備利用部門が２,３３６億円の赤字であり、NTT 地域会社の小売サービスが卸売事業である相

互接続料金と比して安価に設定されているケース（以下①、②参照）が見受けられ、内部相互補助



 

 

が行われていると考えざるを得ないと考えます。 

 ① 割引サービス（テレホーダイ、タイムプラス、アイアイプラン等） 

NTT 地域会社（特に NTT 西日本）は、現在の指定設備利用部門の利益が赤字にもかかわらず、

地域通信サービスで NTT 東日本と同額の料金を設定し、且つ割引サービス（テレホーダイ、タ

イムプラス、アイアイプラン等）まで導入しております。これは、事業者に NTT 西日本の割引

サービスからの損失等から起因する赤字を転嫁していることになると考えます。また、地域通

信サービスの割引後の料金と相互接続料金を比較した場合には、割引後の小売料金が安価にな

るケースも存在します。その他、地域通信市場の約９３％を独占し、他通信事業者に高額な接

続料を課しているにもかかわらず、NTT 地域会社の割引サービス（テレホーダイ、タイムプラ

ス、アイアイプラン等）は他通信事業者の電話番号への着信呼に対し適応されず、他通信事業

者はより安価な通信サービスの提供が困難となっております。これは、正に地域市場の独占力

を利用し、他の通信事業者を排除する行為でもあり、即刻見直しがなされるべきと考えます。 

 ② 定額ＩＰサービス（フレッツｉ） 

昨年来、NTT 地域会社は、試験サービスの名目で、安価で定額なインターネットサービスを東

京、大阪にて開始され、今月認可されました。確かに、このインターネットの定額サービスは、

利用者に対して低廉なサービスを可能にしましたが、事業法におけるこのサービスの位置付け

や事業者への ISM 交換機部分の接続料金（卸売）とこのサービスのＩＳＭ交換機部分の定額料

金（１６００円）とを比較すると、料金算定根拠には多くの疑問が残っております。また、省

令での試験サービスの適用要件に利用者の範囲を限定する必要性が規定されております。しか

し、当初東京、大阪という利用範囲は、弊社の業務エリア以上の広範囲であり、省令上の利用

者の範囲限定に該当するのか相当曖昧であります。 

さらに、このサービスは他の通信事業者へ安価で接続を提供することも無く、地域市場を独占

している事業者が、その独占を利用した安価なサービスを独占的に販売することは、公正競争

を阻害しております。 


